
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月刊 富樫苑 

ショートステイ 

令和 6 年 6 月号 

＜利用料金に関連するお知らせ＞ 

 

介護保険負担割合証（全員対象） 

介護保険負担限度額認定証（申請者で該当者のみ） 

が、8月より切り替わりとなります。また、負担限度額も変更となります。 

お手元に届き次第、富樫苑にご提示ください。 

 

※介護保険負担限度額認定証は、世帯全員が住民税非課税で、収入

や資産用件を満たす方が対象となります。市役所に申請が必要です。 

ご不明な点は、市役所にお問い合わせください。 

7月から、法話会を再開します 

 

理容ボランティアは、月末頃になる予定です。

（日にち未定） 

散髪のご希望がある場合は、お問い合わせく

ださい。 



 

 

 

 

  

  

  

 

   

 

   

  

 

 

  

  

  

   

  

    

   

  

 

  

  

   

  

  

   

  

    

   

 

 

 

                        

                           

スナップ写真のご紹介 

     

 

 

 

おやつレクリエーションのご紹介 

あじさいゼリーです 

涼やかですね 


